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特記仕様書

Ⅰ．業務概要

１．委託業務の名称 本庁舎他自動ドア保守業務委託

２．履 行 場 所 秋田市山王四丁目１－１ 本庁舎、議会棟

秋田市山王四丁目１－２ 秋田地方総合庁舎

３．履 行 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

４．適 用 本仕様書に記載されていない事項については、建築保全

業務委託共通仕様書による。

Ⅱ．業務担当者

職業能力開発促進法に基づく１級又は２級自動ドア施工技能士を業務担当者とし

て配置すること。

Ⅲ．業務範囲

１．業務対象設備仕様

別紙１「自動ドア設置場所一覧」による。

２．点検内容

点検内容は、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に

定める作業項目よる。

また、不定期の故障等についても、速やかに対応すること。

３．点検実施周期

点検実施周期は、原則、次表による。

実施月 （６月） （７月） （９月） （１１月）（１２月） （３月）

点検分類

年４回 点検設備 ☆ ☆ ☆ ☆

年３回 点検設備 ● ● ●

年２回 点検設備 ○ ○

年１回 点検設備 ◎

ただし、建築保全業務共通仕様書に定める周期Ⅰの１Ｙの作業項目は、

年１回の実施とすることができる。
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Ⅳ．提出図書

１．業務計画書 作業実施前まで

２．作業届及び来庁届 作業実施３日前まで

３．点検報告書 作業実施後

Ⅴ．その他

１．消耗品については受注者の負担とし、消耗品以外の部品については発注者が負

担する。ただし、保守上の不備等受注者の責任に帰する故障については、受注者

の責任においてこれを負担するものとする。

２．消耗品・部品は製造者純正品を使用し、製造者仕様以外の改造は行わないこと。

３．故障等の緊急事態に備え適切な処置が行えるような体制を確保すること。

４．この仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた事項については、発注

者と受注者が協議のうえ定めるものとする。



開閉回数 点検回数

（回／年） （回／年） 両1 両2 両3 両4 片1

東口玄関外側 両開き 439,332 4 ● フルテック(株)（寺岡ファシリティーズ(株)）

東口玄関内側 両開き 254,416 3 ● 　　〃

１Ｆ 両開き 112,590 2 ● 　　〃

西口玄関外側 両開き 249,601 3 ● 　　〃

西口玄関内側 両開き 283,819 3 ● 　　〃

会計課マシン室 片開き 2,400 1 ● 　　〃

２Ｆ東側 両開き 164,861 2 ● 　　〃

２Ｆ西側 両開き 263,169 3 ● 　　〃

３Ｆ東側 両開き 88,124 1 ● 　　〃

３Ｆ西側 両開き 184,515 2 ● 　　〃

４Ｆ東側 両開き 216,533 3 ● 　　〃

４Ｆ西側 両開き 198,950 2 ● 　　〃

５Ｆ東側 両開き 204,865 3 ● 　　〃

５Ｆ西側 両開き 243,052 3 ● 　　〃

６Ｆ東側 両開き 169,283 2 ● 　　〃

６Ｆ西側 両開き 264,142 3 ● 　　〃

1 5 8 1 1

本館　旧館入口 両開き 6,400 1 ● フルテック(株)（寺岡ファシリティーズ(株)）

新館　１階身障者トイレ 片開き 1,268 1 ● 　　〃

新館　２階身障者トイレ 片開き 1,080 1 ● 　　〃

1 2

正面外側 両開き 271,558 3 ● フルテック(株)（寺岡ファシリティーズ(株)）

正面内側 両開き 274,454 3 ● 　　〃

2

別紙１　自動ドア設置場所一覧

設置場所 ドア形状 機器メーカー
台数（下段：形状-回数）

議会棟

総合庁舎

本庁舎

小　計

小　計

小　計
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